
１．件 名：原子力事業者の総合防災訓練の評価指標（案）及び緊急事態にお

ける事故情報連絡通報システムの構成・運用等について 

 

２．日 時：平成２７年４月１７日 １３：３０～１５：３０ 

 

３．場 所：原子力規制庁３階 原子力災害対策・核物質防護課内 会議卓 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力災害対策・核物質防護課 

今井チーム長、水野防災専門職、有田係長 

東京電力株式会社 原子力運営管理部 防災安全グループ 課長 

中部電力株式会社 原子力本部 業務グループ 副長 

関西電力株式会社 原子力事業本部 危機管理グループ チーフマネジ

ャー 

九州電力株式会社 発電本部 放射線安全グループ 課長 

電気事業連合会 原子力部 副長 

 

５．要 旨 

原子力事業者の総合防災訓練の評価指標（案）及び緊急事態における事

故情報連絡通報システムの構成・運用等について、原子力事業者及び電気

事業連合会と意見交換等を実施した。 

 

（評価指標（案）について） 

原子力規制庁から、評価指標（案）に基づき平成２６年度の事業者防災

訓練の結果について、試行的に評価すること及び評価指標の基準（Ａ，Ｂ，

Ｃ）の考え方などを説明した。原子力事業者から評価にあたっては、その

判断の根拠を示して欲しい等の要望があった。また、事実に基づいて評価

を試行するため、原子力規制庁及び原子力事業者とも評価にあたって事実

確認を実施することで合意した。 

 

（緊急事態における事故情報連絡通報システムの構成・運用について） 

原子力規制庁から、４月８日の原子力規制委員会の報告資料に基づき緊

急事態における事故情報連絡通報システムの構成・運用を説明するととも

に、今後の事業者防災訓練において当該システムが有効に機能することを

確認していくことを原子力事業者及び電気事業連合会に伝えた。 

 

 



（原子力事業者防災業務計画の公開に係る対応について） 

平成２７年４月９日、九州電力株式会社から問合せのあった緊急時対応

に必要な資機材の構内配置図の公開の方法について、原子力規制庁から九

州電力株式会社に対し、新規制基準の適合性審査と同様に原子力規制委員

会の業務運営の透明性の確保のための方針（平成２４年９月１９日原子力

規制委員会決定）に従い、対応する旨を伝えた。 

 

（ＴＶ会議接続訓練について） 

本年２月から原子力規制庁ＥＲＣと各事業者の即応センター間でＴＶ

会議の接続訓練を試行的に実施しているが、５月以降も試行と同様の実施

要領で接続訓練を継続することを原子力事業者及び電気事業連合会と合

意した。 

 

６．その他 

配付資料： 

「原子力事業者防災訓練の評価指標（案）について」（別紙２） 

（平成27年4月15日第2回原子力規制委員会 資料２の抜粋） 

「緊急事態における事故情報連絡通報システムの構成・運用について」 

（平成27年4月15日第2回原子力規制委員会 資料３） 

「原子力事業者防災訓練の評価指標についての確認事項」 

（電気事業連合会） 

 

以上 


